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2020年度 詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を参照のこと

傷病手当金の初回請求又は休業期間の延長に伴う請求前に提出する。

傷病手当金又は傷病手当金附加金を受給し，復職した後，
同一傷病により療養のため再び勤務に服することができな
くなった場合は，復職後，報酬（給与）が支給された期間
（病気休暇，有給休職期間等）は，傷病手当金等が支給さ
れたものとみなし，支給期間に算入される。
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病気休暇承認簿等により記入する。

休職辞令により記入する。

不明な場合は共済組合へ問い合わせる。

同一の傷病を給付事由とする障害年金が支給されるときや，
退職・老齢を給付事由とする年金が支給されるときは支給額
が調整される。

給付期間の認定を受けた後，傷病手当金及び同附加金請求書〔整理番号24〕を
月単位で提出する。


